
令和５年１２月２２日に閣議決定された「令和６年度税制改正の大綱」において、令和６年分所得税

について、定額による所得税額の特別控除を実施することが記載されました。法案成立前ではあります

が、制度の趣旨・内容等について、周知広報を行うこととされました。このため、南税務署と南納税協

会は、以下の日程で説明会を開催いたします。制度の概要及び事務手順等についてお知りになりたい源

泉徴収義務者の方の参加をお待ちしています。いずれも内容は同じです。

問合先
南税務署 法人課税第８部門

ＴＥＬ ０６－６７６８－４８８１
内線２１８

南納税協会 ＴＥＬ ０６－６７６２－２４５７

南税務署 ・ 公益社団法人南納税協会 共催

会社名 氏名

住 所

〒
TEL

FAX

令和 年 月 日

〇をご記入ください

・ 南納税協会員
・ 他納税協会員
・ 一 般

公益社団法人

南納税協会宛 (FAX 06-6762-5015）

※受講票の送付並びに受付完了のご通知は致しません。

※ご記入頂いた個人情報は、当協会の研修会・セミ
ナーに関する連絡確認、各種サービスに関するお知
らせ等にのみ使用させて頂きます。

参加費 無料

定額減税に関する説明会の ご案内

※下記申込書ご記入後、各開催日の ７日前までに

FAXにてお申込み下さい。

南納税協会のホームページからもお申込いただけ

ます。

・当日発熱等の症状が
疑われる方は参加をお
控えください。

お申込み参加に当たって定員３５名 （先着順）

ご参加希望の日時①～⑧欄に、〇をご記入ください

◇ 定額減税に関する説明会 参加申込書

◇

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

▼南納税協会
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

国税庁HP定額減税特設サイトのＵＲＬ
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

ＱＲコード

給与の支払者の皆様へ

【開催日時】

① 令和 ６年 ３月２８日（木） ⑤ 令和 ６年 ５月１０日（金）

② 令和 ６年 ４月 ８日（月） ⑥ 令和 ６年 ５月１６日（木）

③ 令和 ６年 ４月１６日（火） ⑦ 令和 ６年 ５月２２日（水）

④ 令和 ６年 ４月２４日（水） ⑧ 令和 ６年 ５月２７日（月）

※ 時間は、いずれも１４時～１５時２０分です

【開催場所】 会場はすべて南 税務署 ３階会議室です。
（大阪市中央区谷町７－５－２３）

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
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